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保護者ならびに生徒の皆さんへ 

 

茨城県立多賀高等学校長 鈴木 好美 

 

新型コロナウイルス感染症（第８波）への対応について 

 

 立冬の候、保護者の皆さまにおかれましては、お子様の活動の支援にあたり、お忙しい

中ご尽力賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、上記の件ですが、新型コロナウイルス感染症の第８波が予見され、感染者の増加

が続いております。インフルエンザの流行期とも重なることから、これまで以上に感染予

防対策の徹底を図っていかなければならないと考えております。つきましては、以下のこ

とに留意して過ごしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２年生は修学旅行を控えております。日々の学習や部活動、学校行事を継続・実施して

いくためにも、これまで以上に感染予防対策の徹底を図っていきたいと思います。よろし

くお願い申し上げます。 

【新型コロナウイルス感染症に関する留意事項（再確認）】 

□ マスク着用の徹底。 

  ・熱中症対策のため、屋外では外してもよいことになっていますが、登下校に際 

  しても極力マスクを着用できるようにしてください。また、学校内でのマスク着 

  用の徹底をお願いいたします。 

□ ３密の回避。 

  ・密になる状況を避けてください。特に、狭い部室の中で多人数で長時間過ごす 

  ことが無いように、着替え等の工夫をお願いします。 

  ・ソーシャルディスタンスの確保を心がけてください。 

□ 手指消毒、うがいの励行 

  ・感染予防対策の基本徹底を図ってください。 

  ・黙食励行。弁当等飲食の際は、向かい合って食べず、会話を控えてください。 

□ 登校するにあたって 

 〇本人に風邪症状（発熱、咳、咽頭痛等）がある場合⇒自宅待機 

 〇同居家族に陽性者・風邪症状発症者がいる場合⇒自宅待機 

  濃厚接触者となった場合は、陽性者（家族等）が判明した日から５日間自宅待機 

  となります。 

 〇本人が陽性者となった場合⇒自宅療養等医療機関の指示、もしくは発症日を０日 

  目として翌日から７日間自宅療養となります。 

 〇自宅待機期間もしくは自宅療養期間は、出席停止扱いになります。 

 〇その他、感染が心配な状況で登校することに不安がある場合は、学校に相談して 

  ください。市販の抗原検査キットや薬局での検査等も活用できます。 

☆ 生徒が登校した際、風邪症状等ある場合は、家庭連絡の上、帰宅させ自宅待機にな 

 ります。迎え等依頼する場合がありますので、よろしくお願いいたします。 

問い合わせ先 

茨城県立多賀高等学校 

教頭 鈴木 圭一 

電話 0294-33-0044 


